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＜売上高による消費税区分＞

売上高

０円

１,０００万 ５,０００万

売上高 ５,０００万円超 ……………… 「原則課税」

〃 １,０００万円超５,０００万円以下 … 「簡易課税」

〃 １,０００万円以下 ……………… 「免税」

免税 簡易課税 原則課税

＜ PART Ⅰ ＞インボイスによって大きく変わる
≪１≫消費税の計算の仕組み
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＜原則課税制度＞

＝ × １０％ － ×１０％
課税

売上高
課税

仕入高

消費税の
納付税額

＜非課税取引＞

土地譲渡及び貸付け、保険料、社会保険診療

住宅家賃、有価証券等の譲渡、学校教育 など



売上 ５０００万円以下の中小事業者
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消費税額 ＝ 〔売上 × （１－みなし仕入率）〕 ×１０％

≪２≫ 簡易課税制度

売上高だけから算出

＜簡易課税制度＞

課税売上金額 ５,０００万円以下

売上金額から一定金額を見込で控除

みなし仕入率

原則課税方式より有利な場合が多い
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事業区分 みなし仕入率 該当する事業

第一種事業 90％ 卸売業

第二種事業 80％ 小売業

第三種事業 70％ 製造業等（＊）

第四種事業 60％ 飲食店業（１.２.３.５.６以外の事業）

第五種事業 50％ 運輸通信業、金融・保険業、サービス業（飲食店業を除く）

第六種事業 40％ 不動産業

＜みなし仕入率＞

＊令和元年（2019年）10月1日を含む課税期間（同日前の取引は除く）からは、農業、林業、漁業のうち、消費税の
軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第三種事業から第二種事業へと変更された



＜消費税の歴史＞

Copyright ⓒ Kuronaga Accounting Office All Rights Reserved5

平成元年（１９８９年） ……………………… ３％

導入

免税点 ３,０００万円

簡易課税 ５億円

平成３年 簡易課税 ４億円

〃 ６年 簡易課税 ２億円

平成９年４月（１９９７年） …………………… ５％

≪３≫ 消費税の歴史
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低所得者の負担軽減を目的に「軽減税率」を設定

「財政赤字の解消」と「社会保障費」の財源に充てる目的
で標準税率を増税した

平成１６年４月（２００４年）

免税点 １,０００万円

簡易課税 ５,０００万円

平成２６年４月（２０１４年） ………………… ８％

令和元年１０月（２０１９年）

標準税率 １０％

軽減税率 ８％

（新元号）

＜目的＞
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先進国では日本が最後に導入

課税事業者のみが登録番号を取得して、

インボイスを発行

免税事業者は、インボイスを発行できないので、

消費税も受け取れない

免税事業者のメリットへの大幅制限

＜ PART Ⅱ ＞インボイス制度がやってくる
≪１≫インボイスで大きく変わる
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インボイスを発行できない事業者は、

ビジネス客の接待・会食等を受け入れられなくなり、

いろいろな「リスク」をかかえて

史上最大最悪の税制改正
「インボイス制度」がやってくる!!

「消費税激増」 「売上激減」

のリスクが!!
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⑤

⑥

⑦

⑧
➀

➁
③

④

⑨

≪２≫ インボイスとは？

「インボイス」とは

「売手が買手に対して正確な適用

税率や消費税額等を伝えるもの」

（国税庁）

「インボイス」を
「適格請求書」という

「適格請求書」とは下記の９項目が
記載された書面
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記載事項

① 発行者の氏名又は名称

➁ 取引年月日

③ 取引の内容

④ 取引金額

⑤ 受領者の氏名又は名称

⑥ 軽減税率対象資産の譲渡等に
係るものである旨

⑦ 税率ごとに合計した対価の額

⑧ 登録番号

⑨ 税率ごとの消費税額等及び適用税率

様 式

現
行
前
の
請
求
書
等

区
分
記
載
請
求
書
等

適
格
請
求
書
等
（
イ
ン
ボ

イ
ス
）

＜各様式と記載事項の比較＞

軽減税率
適用時
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正式には「適格請求書等保存方式」

とても分かり難い!!
請求書が重要だと誤解する。

「請求書」とは をいいます

日常生活で一番一般的なものは 「領収書」
簡単に言えば「インボイス制度」は

≪３≫「適格請求書」のネーミングは誤解を招く!!

請求書、納品書、領収書、レシート等

「適格領収書」制度です

「ネーミングはシンプルに!! 」
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免税事業者は手取りが１０％減少するリスク

インボイスに適合しない請求書・領収書で税額が増える

インボイスを発行しないとビジネス客が減少

国民の大きなリスク

国税庁はホームページの

「インボイスQ＆A」（P１１７）を推奨

これほどの大改正は積極的に

国民（納税者）に説明をすべき!!

≪４≫「インボイスQ＆A」は万能か？

国はほとんどインフォメーションをしていない
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≪５≫ 端数処理は各インボイスで税率ごと一回のみ!!

＜インボイス制度の端数処理＞

１インボイスにつき各税率ごとに
端数処理は一回のみ

通常スーパー等の多くの商品は各商品
ごとに端数処理をしているケースが多い

販売ソフト等のバージョンアップ必要!!

膨大な商品数

１億円の誤差

１億品

膨大な誤差が生じる
現実に即していない
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「インボイス制度」では一切受領者の

追記は認められていない

≪６≫インボイスに不備があっても自分で追記できない

（１） 軽減税率対象資産に関わる
ものである旨

（２） 税率ごとに合計した対価の額

左記のみ

追記（追加記入）

可能

現在の「区分記載請求書等保存方式」は

消費税導入以来、最も厳しいルール!!
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≪７≫ 適格簡易請求書

（１） 適格簡易請求書の発行が認められる業種

「小売業」、「飲食店業」、「写真業」、「旅行業」、「タク
シー業」、「駐車場業」等の不特定多数の者と取引する
事業者は『適格簡易請求書』を交付することができる

（２） 記載事項
① 交付を受ける事業者の氏名又は名称を記載する必要なし

② 適用税率又は消費税額のどちらかの記載でいい

「 簡 易 領 収 書 」

書類の作成が楽
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＜変更点＞

スーパーのレシート

タクシー

コインパーキング等

不特定多数

客名が分からないので

記載がいらない

ただし、予約した飲食店は

記載が必要
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＜ PART Ⅲ＞登録番号
≪1≫登録番号の取得期限に要注意!!

令和５年１０月 インボイス制度スタート!!

インボイス制度のスタートは

「登録番号の取得」

最初の重要なステップ!!

事業者は令和５年３月３１日までに
登録申請書を提出しなければならない

令和５年９月までではない!!

登録番号はギリギリに取得してはいけない
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登録番号が記入された「インボイス」が取引の基本

厳格適用！！
登録番号を取得していない事業者も多数いる

詐欺まがいの行為が起こる危険性

≪２≫ インボイス制度の罰則、詐欺には懲役・罰金が!!

＜１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金＞

取引事実の仮装、取引排除回避目的・詐取目的で

他人又は架空の登録番号使用、対価の額を水増し

＜１０年以下の懲役又は１,０００万円以下の罰金＞

売上除外を企図して名義を偽装

他の行為より懲役が１０倍、罰金が２０倍!!
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登録番号の取得方法

国税庁ホームページ「インボイスＱ＆Ａ」

「ｅ-Ｔａｘ」 を推奨

電子申告経験者限定

入力項目が多く一般納税者には厳しい!!

≪３≫ 登録番号の取得方法

＜ｅ-Ｔａｘはとても複雑！＞



＜１＞ホームページからダウンロードで取得
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≪４≫ 最も簡単に「登録番号」を取得する方法

１ヵ月程で登録番号を入手
“ 超 簡 単 で す “

窓口で「登録番号申請書」を入手

必要事項を記載して提出

必要事項を記載して申告する税務署に提出か郵送

「登録番号申請書」をダウンロード

＜２＞申告する税務署で取得
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＜PART Ⅳ＞免税事業者
≪１≫ 「インボイス制度」で状況が激変する!!

＜ 現 状 ＞

免税事業者

１０％相当額 取得 可

申告納税 不要

インボイス なし

パラダイスパラダイス

相手先 仕入税額控除 可
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＜ インボイス後 ＞

免税事業者

手取り１０％ 減額

解約リスク

インボイス発行 出来ない

取引価額 減額リスク

最 悪最 悪

相手先 仕入税額控除できず
消費税アップ
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≪２≫ 免税事業者は「益税」？「損税」？

インボイス導入の目的

免税事業者「益税」の解消の問題点

＜例＞ 飲食店開業のケース
店舗を借りる
内装
厨房工事
食材酒等の仕入

自己資金、借入
約１,０００万円
（消費税１００万円）

果たして「益税」が問題か？
「損税」のケースは？
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コロナ等で売上不振

新規開店から２、３年赤字で廃業

消費税１００万円

「 損 税 」

こういうケースは沢山あります!!

「免税制度の存在意義」

自己資金、借入
約１,０００万円

（消費税１００万円）

「益税」と「損税」のバランスをとるべき
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≪３≫ 免税事業者の総数と現状

免税事業者の数

５１３万事業者

＜内訳＞
個人 ４３６万
法人 ７７万

年商１,０００万円以下の個人・法人

＜例＞

・飲食店 ・商店 ・保険営業マン ・弁護士

・予備校講師 ・税理士 ・司法書士

・社会保険労務士 ・建設業（一人親方）

＜参考＞

課税事業者 ３１０万

＜内訳＞
個人 １１５万
法人 １９５万
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社会的に大きな影響がある!!

＜課税・免税合計８２３万事業者＞

免税事業者は全体の６２．３％
約３分の２を占めている

免税事業者の総数も職種も“膨大で多岐”にわたる

インボイス制度で免税事業者の

現状が相当制限される!!
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インボイス制度スタート

免税事業者は売上に１０％の消費税
を請求できなくなる

≪４≫ 課税事業者への変更が急増する

契約の見直し

減額
解約
課税事業者への
変更要請

ダブルのデメリット

クライアントは「仕入税額控除」できない



令和５年３月３１日までに

登録番号の取得

課税事業者選択届出書

不要

簡易課税 選択
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課税事業者選択が絶対有利!!

＜対策方法＞

＜例＞ 全国で、２５０万事業者

（年商８００万円の免税事業者）が

課税事業者を選択した場合

簡易課税で年間４０万円納税

年間一兆円 税収増

＜スタートアップ特例〈Ⅰ〉＞
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＜原則＞

「簡易課税制度選択届出書」を適用を受ける

課税期間の開始の日の前日（前期の最終日）までに

提出しなければならない

今回のみの特例

「簡易課税制度選択届出書」を令和５年１０月１日の

属する課税期間中に提出すればOK!!

≪５≫ 免税事業者が簡易課税を選択する場合の特例

＜インボイス制度スタートアップ特例〈Ⅱ〉＞
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令和５年１０月１日の属する

課税期間

この期間に提出すればOK

＜特例＞

原則
は前期中
に提出

R５/１月

R４
１２/３１

R５/１０/１ R５/１２/３１

インボイス

スタート

登録

期限

３/３１

簡
易
課
税

提
出
期
限

＜スタートアップ特例〈Ⅱ〉＞
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≪６≫ 不動産賃貸業の免税事業者は課税事業者を

選択し、「簡易課税事業者」になろう

地 主 個 人
２万 マイカー

消費税

関係なし

地 主
法人

個人事業主

２万

個人確定申告

不動産所得

免税

確定申告、納税なし 仕入税額控除 可

＜ 現 状 ＞ ＜月極駐車場＞

消費税処理に整合性なし

事業用
車両
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＜ インボイス施行後 ＞

≪全契約の見直し≫
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≪７≫ 免税事業者の影響は大企業にも

大企業や中小企業も免税事業者に外注費や報酬を払っている

＜免税事業者＞

① 予備校講師

② コンサルタント料

③ デザイナー

④ テニス・ゴルフのレッスンプロ

⑤ 建設会社

⑥ 弁護士、税理士等の報酬

⑦ 保険会社の個人代理店

⑧ バー・クラブ等の女性スタッフ

⑨ 芸能人・タレント

＜影響を受ける企業＞

① 建設会社の外注先

② 大手予備校

③ 吉本興業
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消費税大増税

企業は、免税事業者への外注費・報酬が、
控除できない

＜外注業者（免税）への対策＞

免税、課税 確認

課税事業者 要請

契約見直し（減額 交渉）

経過措置の検討（要件有）

解約 検討

下請法

独占禁止法
注意！
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＜ PART Ⅴ＞返還インボイス
≪1≫返還インボイスとは？

インボイス発行事業者は、課税事業者に

を行う場合には、次に掲げる事項を記載した適格返還

請求書（返還インボイス）を交付する義務がある

＜返還インボイスの概要＞

① インボイス発行事業者の名称及び登録番号

② 対価返還の年月日及び返還の基となった

譲渡等を行った年月日

③ 対価返還等の基となる課税資産の譲渡等に

係る資産又は役務の内容

＜返還インボイス記載事項＞

売上に係る値引きや割戻し等の対価の返還等
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④ 対価返還等の税率ごとの金額

⑤ 対価返還等の消費税額又は税率
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≪２≫ 返還インボイスに記載する基になる年月日

「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の

」を記載

課税期間の範囲内での一定期間の記載で差し支えない

「月単位」 「〇月～△月分」

「合理的な方法により継続を要件として」

「前月末日」 「最終販売日」も認められている

「譲渡等を行った年月日」については次のケースも可

＜一定期間＞

＜一定期日＞

譲渡等を行った年月日
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当月の売上 に係るインボイスに

先月の返品、値引き等 の

返還インボイスに必要な事項を記載し

ていれば、１枚の請求書を交付するこ

とで差し支えない

≪３≫ インボイスと返還インボイスを
一つの書類で交付する方法

インボイスと返還インボイスは、必ずしも、別々に作成する必要はなく、

一枚の書類に「インボイス」と「返還インボイス」 の必要な記載内容を満たして

いれば、双方のインボイスを交付したこととなる

当月の売上

先月の返品、値引き等

一枚の書類に「インボイス」と「返還インボイス」
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＜ PART Ⅵ＞企業のインボイス対策
≪1≫三種類のインボイス対策を始めよう

インボイス対策は３種類

＜１＞ 自社発行の請求書、納品書、領収書を
「適正なインボイス」に

＜２＞
仕入先からの請求書、納品書等のインボイスチェック
適正なインボイスでないと「仕入税額控除」が出来ま
せん!! 

＜３＞ 現金支出の販売経費、営業経費の領収書は適正項目が
記載されているか？

大企業も入念にチェックを!!

※最重要です!!
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登録番号入手する

自社の請求書、領収書チェック

クライアント（得意先）に
「登録番号」と
「自社インボイス」を説明

信頼感アップ!!

≪２≫最初は自社発行のインボイスチェックを!!

「登録番号」と
「自社インボイス」を説明
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仕入先のインボイスチェックをしよう!!

≪３≫二番目は一番重要な仕入先のインボイスチェック

“インボイス制度の最重要項目“

消費税納税増加

これが不完全だと「仕入税額控除」が

できない!!
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仕入先の発行する請求書、

納品書、領収書等は適正な

インボイス要件を

満たしているかチェック

不備があれば早めに

修正を依頼!!

免税事業者の確認!!（P３４）
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「販売費及び一般管理費」の領収書が

「適正なインボイス」かチェック!!

「営業経費」「販売経費」

営業マン、経理・総務担当者が

現金支出した「領収書」は

適正項目が記載された「インボイス」であるか!!

≪４≫最後に現金支出の販売経費、営業経費、
領収書のインボイスチェック!!
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スクラップブックチェックが必要

大企業、中小企業を問わず、

「仕入税額控除」を行う

全ての企業が対象!!

手書き領収書は要注意
レジ発行の領収書も記載内容をチェック
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大企業の社員は自社の「インボイス対策」は

万全と思っている

電子インボイス

ＤＸ（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ） 完璧

≪５≫ 大企業の社員も大きなリスクが!!

「営業部員」

「総務部員」
数万人の会社 多数
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全国で「お客様」との接待・会食・土産物等の「営業経費」

総務支出の「販売費一般管理費」 膨大

「手書きの領収書」は、ほぼなってない

全国の飲食店、小売店（クラブ・バー）の
領収書をチェックしましょう!!

領収書が「インボイス」になっているかが問題!!



Copyright ⓒ Kuronaga Accounting Office All Rights Reserved47

＜ PART Ⅶ＞手書き領収書発行事業者の対応
≪1≫事業者はインボイス対策が必要!!

「手書き領収書」を発行している事業者は多数

インボイスとして、適正項目記載は必須事項

レジ導入は早期に検討すべき

「手書き領収書」で対応する場合は
ノウハウが必要!!

「インボイス制度」でインボイスとして有効か？
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銀座の高級クラブの領収書は「インボイス」になっているか!!

インボイス適合要件の項目が記載されていないケースが多い

消費税 増額

このままでは、高級クラブが接待で使われなくなる

「手書き領収書」をインボイスにする方法
すぐにやるべし!!

大企業の消費税の「仕入税額控除」できない

売上げ 激減
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＜インボイス対応前の領収書＞

＜インボイス対応後の領収書＞これらを具体的には
次のようになります

≪２≫ 手書きの領収書をインボイスにする方法
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通常、飲食店やバー、クラブの領収書は

金額と日付と店名が入った下記の領収書が一般的です

ただ、これでは「インボイス」になりません

①店舗名 ②日付

③内容（飲食代） ④税抜金額

⑤相手先 ⑥税率（１０％）

⑦消費税 ⑧登録番号

⑨税込金額（総額）※
※ 税抜金額だけでも要件は満たしますが、

支払総額は必ず記入するので、記入要件

にしています

このような手書きの領収書をインボイスにするには

次の９項目を記入する必要があります。
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≪３≫ 簡易課税事業者も影響大！！

インボイス制度で「簡易課税事業者」は

「仕入税額控除」しない

「インボイス対策」 必要ないと言われている

特に飲食業の事業者は影響有!! 

登録番号を取得していない

インボイスが発行できない
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インボイスでない「手書きの領収書」では、

インボイス発行の必要性

レジ導入できる業者はレジの検討も必須!!
来年の１０月、半導体不足で導入できない可能性も!!

ビジネス客に対応できない 接待で使ってもらえない

売上げ減少のリスク
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＜ PART Ⅷ＞仕入税額控除の要件
≪1≫保存要件

インボイス制度のポイント

「仕入税額控除」
≪ 保存要件有 ≫

≪ 保 存 期 間 ≫

〈 帳 簿 〉 閉鎖した日（決算日）

〈インボイス〉 受領した日（電子データは提供を受けた日）
上記の属する課税期間の申告期限から７年間

※５年間を超えた期限は
帳簿又はインボイス等のいずれかの保存

「必要事項を記載した帳簿及びインボイス等の保存」
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≪２≫ 保存要件を満たす書類の範囲

仕入税額控除の保存要件を満たす書類等は次のとおり

＜保存すべき書類の範囲＞

① 適格請求書（インボイス）

② 適格簡易請求書（簡易インボイス）

③ インボイスの記載事項を満たす仕入明細書、仕入計算書等

（相手方の確定を受けたものに限ります。）

④ 次の取引について、媒介又は取次ぎを行う者が作成する一定の書類

（ｲ） 生鮮食品等の出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売

（出荷者から委託を受けた卸売業者が卸売の業務として行うものに

限ります。）
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（ﾛ） 農林水産物の生産者が農協等に委託して行う農林水産物の販売

（無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行う

ものに限ります。）

⑤ 上記①～④の書類に係る電子データ（電子インボイス等）

＜簡易課税制度を適用する場合＞

簡易課税制度を適用している場合には、仕入税額につき実額計算を

行わない。

したがって、簡易課税制度において、インボイス等の書類の保存は

仕入税額控除の要件ではない
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≪３≫ 帳簿の記載事項

「インボイス制度」の仕入税額控除の帳簿の記載事項は
次に掲げる事項となります
区分記載請求書等保存方式の記載事項と同様

＜適格請求書等保存方式の帳簿の記載事項＞

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 課税仕入れを行った年月日

③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
（軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨）

④ 課税仕入れに係る支払対価の額
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帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる課税仕入れ

① 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送として行われる
もの （3万円未満のものに限る）

➁ 適格簡易請求書の要件を満たす入場券等が使用の際に回収されるもの

③ 古物営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を買い
受けるもの

④ 質屋を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産を買い受け
るもの

⑤ 宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産
を買い受けるもの

⑥ 適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品（棚卸資産に
限る）を買い受けるもの

⑦ 自動販売機からのもの（3万円未満のものに限る）

⑧ 郵便切手を対価とする郵便サービス（郵便ポストに差し出されたものに限る）
に係るもの

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び
通勤手当等に係るもの

≪４≫帳簿のみ保存により仕入税額控除が認められる課税仕入れ
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≪５≫区分記載請求書等保存方式との違い

＜区分記載請求書等では＞

一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められている

「支払金額が３万円未満の場合」

「請求書等の交付が受けられなかったことにつきやむを得ない理由がある場合」

＜インボイス導入後＞

前項①～⑨以外の取引については、インボイス等の

書類の保存がなければ仕入税額控除ができない

「インボイス制度」の厳格さ!!

（１）どんな少額でもインボイスが必要
（２）一切の追記ができない
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インボイス制度 令和５年１０月スタート

インボイスは１００％仕入税額控除
それ以外は０％仕入税額控除

消費税の大増税になる

「激変緩和措置」

インボイス以外の領収書等の８０％仕入税額控除可
ただし、「区分記載請求書等保存方式」が必要!!

「経過措置」

すべて８０％控除ではない!!
“ 要 注 意 ”

＜ PART Ⅸ＞インボイス制度の経過措置
≪1≫「経過措置」と内容と期間
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＜経過措置の適用期間と仕入税額＞

＜タイムスケジュール＞

仕入税額相当額
×１００％

仕入税額相当額
×８０％

（経過措置）

仕入税額相当額
×５０％

（経過措置）
仕入税額控除なし

R５.１０.１ R８.１０.１ R１１.１０.１
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（１） 免税事業者から課税仕入れ

（２） 課税事業者でインボイス登録をしていない者からの

課税仕入れ

（３） インボイス発行事業者が発行したインボイスの記載

項目に不備がある者からの課税仕入れ

≪２≫ 「経過措置」の対象者と範囲

上記の者の「区分記載請求書等保存方式」の
要件を満たした領収書を保存

＜対象者＞

＜要件＞
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≪３≫ 経過措置には要件がある

インボイス ・・・ ９項目

区分記載請求書等保存方式 ・・・ ７項目

＜経過措置の要件＞

① 書類作成者の氏名又は名称

② 課税資産譲渡等の年月日

③ 譲渡に係る資産又は役務の内容

④ 譲渡等の対価の額

⑤ 交付を受ける者（支払者）の氏名又は名称

⑥ 軽減税率対象資産に関わるものである旨

⑦ 税率ごとに合計した対価の額

※ 免税事業者も記載

（区分記載請求書）

無条件で「お釈迦様の手」のように救っていただけない!!
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≪４≫ 区分記載請求書には一部追記が「可」

＜１＞ 帳簿

区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、

例えば、「８０％控除対象」など、

経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載

が必要となる

③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記

載については、適用対象となる取引に、「※」や「☆」といっ

た記号・番号等を別途 「※(☆)は８０％控除対象」 などと

表示する方法も認められる

＜記号・番号も可＞

経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載

「※(☆)は８０％控除対象」
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＜２＞ 請求書等

区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となる（区分記載請求書
等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む）

① 「資産の内容」（軽減税率対象資産のみ）

② 「軽減税率対象資産の譲渡等である旨」

③ 「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込金額」

上記の記載がない場合に限り例外的に受領者が自ら請求書等に追記

して保存することが認められている。インボイス制度では追記は一切

認められていませんので 「経過措置」の「追記」容認は例外中の例外

ということで注意が必要!!

＜追記可能項目＞

（P14 参照）

「経過措置」の「追記」容認は例外中の例外
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＜ PART Ⅹ＞会計ソフトの入力方法が大きく変わる

≪1≫インボイス対応の会計ソフト入力が複雑に!!

インボイス制度がスタート

会計ソフトの「課税区分」が変わる

＜現行＞
「課税」（１００％）
「非課税」（０％）
「不課税」（０％）

＜インボイス対応＞
「課税」（１００％）インボイス
「非課税」（０％）
「不課税」（０％）
「経過措置」（８０％）
「経過措置不適合」（０％）

インボイスの厳格化
経過措置（８０％控除）の適用要件
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「経過措置」（８０％控除）

「区分記載請求書等保存方式」が要件

「仕入税額控除」が受けられない
「経過措置不適合」を「インボイス」に変える

コンサルティング、指導の必要性

「不適合」（０％） 「インボイス」（１００％）

に変わる可能性大!!

不備があると「経過措置不適合」（０％）になる
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インボイス対応の会計ソフト

「課税区分」が複雑化

（１）課税取引（１００％） （４）経過措置該当（８０％）

（インボイス） （５）経過措置不適合（０％）

（２）非課税（０％）

（３）不課税（０％）

≪２≫ 会計データ入力の責任が重大になる
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「請求書」「領収書」の内容を見て「課税区分」

を判断して会計データを入力する必要がある

「会計データ入力」の責任重大!!

〔 企業、会計事務所、記帳代行業者 〕

会計データ入力ミスがすぐに
「消費税の追徴」に直結
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＜ PART Ⅺ＞電子インボイス
≪1≫電子インボイスとは？

インボイス制度において書面による請求書等の交付に代え
てその書類に記載すべき事項に係る電子データの提供（電
子インボイス）を提供することができます

＜電子インボイス等の提供方法＞

① 光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供
② EDI取引※おける電子データの提供
③ 電子メールによる電子データの提供
④ クラウド等を通じた電子データの提供

※「EDI（Electronic Data Interchange）取引」とは、異なる企業・組織間

で「受注・発注」、「出荷・納品」、「請求・支払」等の各種取引情報に

関連するデータを通信回線を通じて交換する取引等をいいます
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インボイス制度の仕入税額控除ではインボイスの交付を受けて

７年間、保存する義務があります

電子インボイスについての保存方法をみていきましょう

電子インボイスの保存方法には次の２つの方法があります

≪２≫ 電子インボイスの保存方式

書面で保存 電子データで保存

電子データを「書面」で
プリント

「整然とした形式及び
明瞭な状態で出力する
必要有」

電子帳簿保存法に規定する

タイムスタンプの使用や

システム関係書類の備付

検索機能の確保などの

一定要件有
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仕入先発行の電子インボイスの保存

≪３≫ 電子インボイスは書面保存が可能

電子データの書面保存が可能!!

所得税・法人税では「電子データ保存」

「国税庁 電子取引Ｑ＆Ａ 問２５」

消費税のみ書面保存が認められている!!
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DX（デジタルトランスフォーメーション）
「電子帳簿保存法」 「電子取引」 「電子インボイス」

優先順位は高くない!!

書面が可能

「デジタル化の流れ」
しかし、「電子インボイス」は

必須ツールではない!!



Copyright ⓒ Kuronaga Accounting Office All Rights Reserved73

≪ 結 論 ≫ 今やるべき「インボイス対策」

<１> 登録番号の取得

簡単な方法で速やかに！

＜優先順位の高いインボイス対策＞

自社の請求書、領収書は「インボイス」ですか？

飲食業はレジを導入すべし!!

<２> 自社発行のインボイス整備

簡易課税事業者は「インボイス」を発行できないと

売上が減少する!!

令和５年３月３１日まであと５か月弱!!
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消費税 激増!!

仕入先、外注先等で請求書、納品書を受け取っ

ている業者の「インボイスチェック」が必要!!

<３> 仕入先、外注先等のインボイスチェック

「インボイス」でないと仕入税額控除不可

“最重要項目”

営業経費、販売経費のチェックが必要!!

業者の選別

<４> 現金支出領収書のインボイスチェック

「手書き領収書」は要注意
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業種は飲食業、サービス業、駐車場業等、多岐に

わたる!!

＜自社が免税事業者の場合＞

取引先、外注先、経費支払先が免税事業者の場合は

<５> 免税事業者対策

課税事業者への要請、契約の見直し等の交渉が必要!!

速やかに「課税」「免税」のシミュレーションが必要!!

登録期限は来年３月３１日です!!

<１> 登録番号取得指導

<２> クライアントのインボイス対策指導

＜会計事務所がやるべき事＞
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<３> 免税事業者コンサル

<４> インボイス対応会計ソフトの入力指導

<５> 手書き領収書のインボイス指導

<６> レジ導入指導

インボイス開始の事業年度はすでにスタートしている

（１１月スタートの１０月決算企業）

電子インボイスの優先順位は高くない!!

＜ベンダーがやるべき事＞

速やかに「経過措置対応」の「インボイス対策会計ソフト」

の一刻も速い開発、発売を!!


